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巻 頭 言

「新年にちなんで、『私』も細胞が入れ替わって新しくなる？！」

理事長 五十嵐教行

私 た ち の 人 体 は 、 毎 日 細 胞 が 入 れ 替 わ っ て い る と の こ と だ 。 い わ ゆ る 新 陳 代 謝 で あ る 。 ま ず

古 く な っ た 細 胞 が 死 ぬ 。 す る と 、 そ の 近 く に あ る 若 い 細胞 が ２ つ に 細 胞分 裂 し て 、 そ の う ち の １ つ

が 死 ん だ 細 胞 の 入 れ 替 え を す る と の こ と で あ る 。 つ ま り 失 っ た 細 胞 の 補 充 を す る と い う の だ 。 こ の

入 れ 替 え の 周期 は 、 組 織 に よ っ て 異 な る 。

胃 の 粘膜 ： 約 3日

腸 の 微絨毛 ： 約 1日

肝臓 ： 約 1年

腎臓 ： 約 1年

筋肉 ： 約 200日

皮膚 ： 約 1ヶ 月

血液 ： 100～ 120日 間

骨 ： 約 ４ 年

肌 ： 10代 は 約 20日 、 20代 は 約 28日 、 30代 は 約 40日 、 40代 は 約 55日 、

50代 は 約 75日 、 60代 は 約 100日

私 た ち の 細 胞 は お よ そ ４ 年 で ほ と ん ど 新 し い も の と 入 れ 替 わ る と い う こ と で 、 だ か ら 「 別 人 」 に

な っ て し ま う の だ と 言 い た い と こ ろ だ が 、 そ う で は な い 。 老 化 し た 細 胞 か ら 順 番 に 、 か つ 徐 々 に 入

れ 替 わ っ て い く の で 、 そ の 姿 形 が 変 化 す る こ と は あ り え な い の だ 。 さ ら に 、 細 胞 の 入 れ 替 え を し な

い 組 織 が あ る の だ と い う 。 そ れ は 心 臓 を 動 か す 心 筋 細 胞 と 脳 や 脊 髄 を 中 枢 と し 全 身 に 信 号 を 送

る 神 経 細 胞 で あ る 。 特 に 脳 は 生 ま れ た 時 に ほ ぼ 全 部 の 脳 細 胞 が で き あ が っ て お り 、 入 れ 替 わ る

こ と は な い と い う （ む し ろ 基 本 的 に 減 っ て い く ば か り だ か ら 、 高 齢 に な っ て 記 憶 も 失 っ て し ま う と 、

そ う い う 意 味 で 新 し い 「 自分 」 に な っ て し ま う こ と は あ る ） 。

さ て 、 人 体 の 細 胞 が い く ら 新 陳 代 謝 で 入 れ 替 え し て も 、 肝 心 の 脳 が 変 わ ら な け れ ば 、 私 た ち

は 別 人 に は な れ な い の だ 。 過 去 の 自 分 に お さ ら ば し て 、 新 し い 自 分 に な り た い と 思 っ た 時 、 私 た

ち は 「 心 を 入 れ 替 え る 」 と 言 う 。 「 心 」 と は 脳 の こ と だ 。 奇 し く も 脳 の 細 胞 は 入 れ 替 わ ら な い け れ

ど 、 考 え 方 を 変 え る ゾ と い う 強 い 決 心 を 表 す 言葉 だ と 思 う 。 ま さ に コ レ こ そ が 脳 の役割 だ 。

と こ ろ で 、 生 徒 や 学 生 が 卒 業 し た 学 校 に 新 入 生 が 入 っ て き て も 、 そ の 校 風 が 変 わ る こ と は な

い 。 不 思 議 だ な あ と 思 う の だ が 、 在 籍 し て い る 生 徒 や 学 生 は そ の 校 風 に 染 ま っ て い く よ う に 感 じ

る 。 「 君 た ち は ○ ○ 校 (○ ○ 大 学 )に 入 学 し た の だ か ら 、 △ △ の よ う に 振 る 舞 わ な い と い け な い 。

先 輩 が し て き た よ う に 君 た ち も す る よ う に 」 と 求 め ら れ て い る か も し れ な い し 、 在 学 生 自 ら が 積 極

的 に染 ま ろ う と し て い る の だ ろ う と 思 う 。 語 弊 が あ る か も し れ な い が 、 私 た ち の 人 体 を 学 校 と い う 組

織 に 当 て は め て み る と 、 生 徒 や 学 生 は 入 れ 替 わ っ て い く 細 胞 で 、 何 か が 脳 な の だ と 考 え る 。 不
、 、

変 で あ る べ き も の の な か に は 悪 し き 慣 習 も 含 ま れ て い る と 思 う 。 コ レ は 時 代 錯 誤 的 な 悪 し き 慣 習

な の か ど う か 、 脳 は 判 断 し な け れ ば な ら な い の だ 。 細 胞 が 異 を 唱 え る に は 勇 気 が 必 要 だ か ら だ 。

脳 が聴 く 耳 を 持 た な け れ ば 、 簡 単 に 入 れ替 え ら れ て し ま う だ ろ う 。

ち な み に 、 人 体 の 細 胞 で も 突 然変 異 を 起 こ す 細 胞 が あ る と の こ と だ 。 そ れ が 環境 変 化 に 適 応

し て い く 「 進 化 」 な の だ と 言 う ら し い 。
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「大丈夫か！？国試！」

毎年実施 さ れ る 社 会 福祉士国 家試験 で す が 、 出 題 さ れ る 事 例 問題 を み て い く と 、 私 た

ち の 感 覚 か ら 少 し ズ レ て い る よ う に 感 じ ら れ る 事 例 の 内 容 や 若 干 の 違 和感 を 感 じ る 文 章表

現 が あ っ た り し ま す 。 あ く ま で も 筆者個人 の感想で す が 、 紹介 い た し ま す 。

第 29回 問 題 83 事 例 を 読 ん で ， 関 係 当 事 者 の 民 事 責 任 の 説 明 に 関 す る 次 の 記 述 の

うち，最も適切なものを 1つ選びなさい。 正解は２

〔事 例〕

Ｖ 社 会 福 祉 法 人 が 設 置 し た グ ル ー プ ホ ー ム 内 で ， 利 用 者 Ｌ が 他 の 利 用 者 Ｍ を 突 き

飛ばしてケガを負わせた。ホームの職員Ａは，Ｌに腹を立て，事実関係も確認せず，

その場にＬを長時間正座させ，他の利用者らの面前でＬを叱り続けた ｡こ れが原因で，

Ｌは体調を大きく崩して，長期の入院加療を余儀なくされた。

１．Ｌが認知症であれば民法 713条 が 定める責任無能力者として免責されることにな

るので，ＬのＭに対する不法行為責任は成立しない。

２．ＬのＭに対する不法行為責任が認容される場合には，Ｖに民法 714条 の 法定監督

義務者責任を理由とする不法行為責任は成立しない。

３．ＬがＡに不法行為責任に基づく損害賠償請求をする場合に，Ｖに民法 715条 の使

用者責任に基づく損害賠償請求を併せて行うことはできない。

４．ＬがＶに債務不履行責任に基づく損害賠償請求をする場合に，Ｖに民法 715条 の

使用者責任に基づく損害賠償請求を併せて行うことはできない。

５ ． Ｖ が Ａ の 使 用 者 責 任 に 基 づ き Ｌ に 損 害 賠 償 を 支 払 っ た 場 合 で も ， Ｖ が Ａ に 求 償

することはできない。

■筆者の感想

高齢者 のグル ープホー ムの利 用者が他 の利用 者を突き 飛ばしてケガを負わせ

たことと突き飛ばした利用者に対する施設職員の対応についての事例である。

それに しても 事例に出 てくる 職員Ａの 対応は 、施設職 員としてあるまじき行

為である。さり気なく虐待も含まれているので、一つひとつ考えてみたい。

① 「Ｌに 腹を立 てた」と いうこ と。腹を 立てる とは、思 いっきり私的な感情を

爆発さ せてし まうとい うこと である。 腹を立 てるので はなく、施設職員のプ

ロとし ての意 識をもっ て関わ るべきだ 。この 場面では 、Ｌの行為を理解する

ためにもアセスメントが必要なのだ。腹を立てている場合ではないのだ。

② 「事実 関係も 確認せず 」とい うこと。 Ｌの行 為を悪い と思い込み、決めつけ

ているが、思い込んで、決めつけていることに自己覚知すべきである。

③「長時間正座させた」ということ。これは身体的虐待である。

④ 「他の 利用者 らの面前 でＬを 叱り続け た」と いうこと 。これは心理的虐待で

ある。

Ａの一 連の行 為は悪質 極まり ないもの である 。速やか に市区町村に通報すべ

きであり、さらにＡには懲戒解雇の処分をするべきだ。

それに しても 、社会福 祉士の 国家試験 として 、よくも まあこんな事例問題が

出 題され たなと 関心して しまう 。試験後 に福祉 業界から “こんなとんでもない

職 員はい ないよ ！いるわ けがな いだろ！ ”と抗 議されな かったのだろうか。さ

ぞ かし、 社会福 祉士国家 試験の 受験生は 、本事 例を読ん で“まじか？！”と驚

いたことだろう。

北海道総合福祉研究センターニュース（№41）



- 3 -

「 へ ー 、 そ う だ っ た の か！ 」 シ リ ー ズ

第４回 「『名無しの権兵衛』の由来」

「 名 無 しの 権 兵 衛」 と は、「名 前 が わか ら な い人 」、「 名 前が 明 ら かに さ れて
な な ごん べ え

い ない人 」を指 して使わ れる仮 名です。 いわゆ る俗語で す。この言葉には複数

の由来の説がありますが、そのうちの一つを紹介します。

深川説 です。 江戸時代 、深川 にあった 門前仲 町は歓楽 街でした。しかし、こ

こ は幕府 公認で はなかっ たので 、正規の ルート で遊女を 雇えませんでした。そ

こ で、遊 女たち には男性 の名前 を名乗ら せるこ とで、幕 府の監視の目をすり抜

け たので す。遊 女たちが 名乗っ た男性風 の名前 のことを 権兵衛名と呼んだわけ

で す。し かし、 雇われた ばかり の遊女に はまだ 権兵衛名 がなく、その遊女を名

無しの権兵衛と呼んだとされ、それがこの言葉の由来であるというものです。

つ い で に 、英語にも「名無しの権兵衛」に相当す る仮名があります。「ジョン

・ドウ ( John Doe)」 です。ドウ自体には架空の姓であるという意味があります。
そ して、 ジョン は男性と しての ありふれ た名前 です。ち なみに女性が対象とな

るときは、「ジェーン ( Jane)」 となり、「ジェーン・ドウ」と呼ばれます。
そのほかに「ジョン・スミス ( John Smith)」 や「ジェーン・スミス ( Jane Smith)」

の 呼 び 名 も あ り ま す 。「 ス ミ ス 」 は ご く あ り ふ れ た 姓 で あ り 、 日 本 語 だ と 「 山

田太郎」「山田花子」という呼び名となります。

ところ で、警 察庁の調 査によ ると、こ の国で 認知症で 行方不明になった人の

数は、およそ 18,709人 で 、行方不明者全体の 22.0%を占めています（『令和４年
に お け る 行 方 不 明 者 の 状 況 』 よ り ）。 た だ し こ の 数 字 は 、 警 察 に 行 方 不 明 者 届

が 出され た人で あるので 、実際 にはもっ と多く の人が行 方不明になっているも

の と考え られま す。そし て、そ のような 人があ る場所で 地元の警察に保護され

て、その地の施設や病院に収容されて、身元がわからないまま暮らしています。

中にはそのままその生涯を終える人もいるのだろうと思うと胸が痛みます。

「外国人の語り場」の報告

今 日 の 日本 の 介 護 現場 は 、 外国 人介 護者 なし で は成 り立 たな い状 況で す。

厚生 労働 省の 統計 によ ると 、 202 3年 時 点 で介 護分 野で 働 く外 国人の在 留者数

は 約 4万 人 で す 。 外 国 人 介 護 者 は 日 本 と い う 異 文 化 に 慣 れ 親 し む た め に 日 々

苦労されていることでしょう。

当 セ ン ター で は 、 そん な 外 国人 介護 者が 日頃 感 じて いる こと や日 常的 な泣

き笑 い の エピ ソ ー ド をざ っ く ばら んに 「語 り合 う 場」 を作 りま した 。開 催は

月に 一 回 オン ラ イ ン にて 行 っ てい ます 。参 加者 は 、そ れぞ れ休 日の 過ご し方

や料理の話しなどをして盛り上がっています。

外 国 人 介護 者 を 雇 われ て い る施 設の 方あ るい は お知 り合 いに 外国 人介 護者

がいる方はぜひご紹介して下さい。
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センターからのお知らせ

五十嵐理事長が、１月１日より「いさはやスリーサポート」とコンサルタント契約

を交わし、昨年の７月より始めた有料老人ホームの事務長職として派遣することにし

ま し た 。「 い さ は や ス リ ー サ ポ ー ト 」 は 、当 セ ン タ ー の 中 村 邦 洋 副 理 事 長 が 理 事 長 と

して長崎県諫早市で活動しています。派遣するといっても、現地には行かずオンライ

ンを中心としたコンサルタントの業務遂行となり、収支を中心とした経営戦略面での

業務と入居者等との契約に関する総務関係の業務が主なものとなります。

すでに昨年の 12月 よ りオンラインを通じてコンサルタントの業務に取り組んでおり

ます。健全な運営ができることは、入居者とスタッフの生活を守ることになります。

入居者は終の棲家としてこの施設を選んでいただいたハズですし、スタッフもまたこ

の職場を働きがいがあると選んでくれたハズですから、それらの期待を裏切らないよ

うに、事務長職としてその職責をキッチリと果たすことに努力いたします。

【北海道総合福祉研究センター会員登録をお願いいたします】

北海 道総合福祉研究センタ ーは、特定非営利活動法 人として活動しており、当 法人は、社会的活

動 の内容 に賛同 してくださる 方からの会費収入と事業 収入により運営いたしてお ります。そこで、

当 セ ン タ ー の 活 動 主 旨 に ご 賛 同 い た だ け る 皆 様 に 、 正 会 員 (個 人 )お よ び 賛 助 会 員 (企 業 ･団 体 )の ご

登録をお願いいたします。

会 員 の 皆 様 に は、「 北 海 道 総 合 福 祉 研 究 セ ン タ ー ニ ュ ー ス 」 や 「 ち ょ っ と 不 思 議 」 の ハ ガ キ、 当

セン ター主催の各種研修 ･講座 等のご案内をお送りいたします。理事長の五十嵐は、「傾聴」につい

て の研究 のほか 実践活動もし ております。自分の中で からまってしまった思いな ど、誰かに話をし

た らラク になる という体験を 多くの人は持っています 。ところが、いつの間にか 、話のできる相手

が いなく なって いることに気 づき、孤独感を感じると きもあります。そういうと き、どうぞ理事長

の 五十嵐 の傾聴 を利用してみ てください。どういう話 でも、しっかり聴きます。 一度お電話してみ

てください。お応えできると思います。

この機 会に是 非ご入会のご 検討をしてくださいます よう、お願いいたします。 登録用紙が必要な

方には郵送いたしますので、ご連絡くださいませ。

（１）正会員 (個 人 )

年 会費 ３ ,０ ００円

（２）賛助会員 (企 業 ･団 体 ) 年 会費 １０ ,０ ００円 (１ 口 )

※ 年会費のお支払いは、次のいずれかにお振り込みください。

北海道銀行 白石支店 普通口座 ０８０３４７５

北洋銀行 北郷支店 普通口座 ０６６５７４１

郵便振替 口座番号 ０２７７０－１－６０４９２

【編集後記】

年末に郵便料金の値上げについての報道がありました。当センターの１年間の郵送料は

けっこうな金額になっていますので、値上がりの分をザッと計算するとゾッとしました。

しかし、当センターは立ち上げた時から郵便で出すことに意義を見出していますので、こ

れからもみなさんのところに送ります。ゆうメール以外の郵便物は、数年前から子どもの

時に集めていた記念切手を活用していますが、まだ残りがありますので今年いっぱいは活

用できるのでは？と予想しています。時々会員の方が切手を提供してくれますが、ありが

たく使わせていただいています。この場を借りて感謝の意を伝えます。 (五 )

発行日 ２０２４年１月１日

発行者 五十嵐教行
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